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発行日： 2014年 10月 27日 

株式会社 東 洋 

京都市山科区椥辻草海道町 9-5 

TEL. 075-501-6616 

FAX. 075-592-3030 

 

 

 

 

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正が行われ、交通用具を使用する従業員の通勤手当の非課税限

度額が変更になりました。つきましては、改正の概要とシステムで対応いただく内容、および、プログラム対応予

定についてご案内いたします。 

 

１．改正の概要         ３．市場対応 

２．システムの運用方法     ４．エプソン「R4シリーズ」のご案内 

１．改正の概要 

平成 26 年 10 月 17 日に所得税法施行令の一部を改正する政令（平成 26 年政令第 338 号）が公布され、

通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き

上げられました。 

この改正は、平成 26 年 10 月 20 日に施行され、平成 26 年４月１日以後に支払われるべき通勤手当（同

日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。）について適用されます。  

1-1.自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 

片道の通勤距離 
1 カ月当たりの非課税限度額 

改正前 改正後 

55 キロメートル以上 
24,500 円 

31,600 円 

45 キロメートル以上 55 キロメートル未満 28,000 円 

35 キロメートル以上 45 キロメートル未満 20,900 円 24,400 円 

25 キロメートル以上 35 キロメートル未満 16,100 円 18,700 円 

15 キロメートル以上 25 キロメートル未満 11,300 円 12,900 円 

10 キロメートル以上 15 キロメートル未満 6,500 円 7,100 円 

2 キロメートル以上 10 キロメートル未満 4,100 円 4,200 円 

片道 2 キロメートル未満である場合 （全額課税） （全額課税） 

この改正は、平成 26 年 4 月 1 日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。 

なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。 

（1）平成 26 年 3 月 31 日以前に支払われた通勤手当 

（2）平成 26 年 3 月 31 日以前に支払われるべき通勤手当で 4 月 1 日以後に支払われるもの 

（3）（1）又は（2）の通勤手当の差額として追加支給されるもの 

1-2.課税済みの通勤手当についての精算 

（1）既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別

所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年

の年末調整の際に精算することになります。 

（注） 

１既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要で

す。 

２年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により

精算することになります。 

 

給与システム 通勤手当の非課税枠拡大について 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて早速ながら下記の内容につきましてご連絡申し上げます。 

ご不明な点、ご質問などがございましたら、弊社までお問い合

わせください。 

敬具 
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（2）年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。 

イ既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした（課税され

た）通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。 

ロ「平成 26 年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」（以下「源泉徴収簿」といいます。）の「年

末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新た

に非課税となった部分の金額を記入します。 

ハまた、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金

額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入しま

す。 

ニ以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から

一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。 

1-3.給与所得の源泉徴収票の記入 

給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入

します。 

（注）年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金

額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度

交付します。 

２．システムの運用方法 

2-1.10月以降の給与明細処理前の対応について 

給与システム平成 25 年度版では、前述の改正による交通用具の非課税限度額の自動計算に対応しており

ません。10 月以降の給与処理をする前に従業員情報で、交通用具による通勤手当を選択して、従業員の

通勤手当の非課税限度額を上書で変更してください。 

 

設定方法 【従来システム：IKX 給与・法定調書／給与応援】 

１．＜設定＞タブ→＜従業員／個別入力＞を開きます。 

２．交通用具のみを使用している従業員を［変更］で開きます。 

（交通機関のみ使用している場合は変更する必要はありません。） 

３．［通勤・住民・社保］タブを選択します。 

４．通勤手当の「非課税限度額」欄を選択し、＜上書(F11)＞にチェックを付けます。 

５．「非課税限度額」を改正後の限度額に変更します。 

６．＜OK＞をクリックします。 
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設定方法 【R4 シリーズ：給与顧問 R4・給与応援 R4】 

１．［設定］タブ→［従業員／個別入力］を開きます。 

２．交通用具のみを使用している従業員を［変更］で開きます。 

（交通機関のみ使用している場合、または、交通機関と交通用具を併用している場合は変更する必要は

ありません。） 

３．［家族情報・通勤手当］タブを選択します。 

４．通勤手当の月案分額の「非課税限度額」欄を選択し、［上書(F9)］をクリックします。 

５．「非課税限度額」を改正後の限度額に変更します。 

６．［確定］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前に［設定］タブ→［従業員／一覧入力］で「通勤」のみにチェックを付けると［Excel(F12)］によ

り、通勤手当の一覧をファイル出力することができます。 

2-2.年末調整時の対応について 

平成 26 年 4 月以降、改正前の非課税限度額を適用して支給した給与明細については、改正後の非課税限

度額と照らし合わせて算出した差額を年末調整で調整する必要があります。 

 

（参考）改正前と改正後の非課税限度額の差額は次の通りです。 

 

片道の通勤距離 
1 カ月当たりの 

非課税限度額の差額 

55 キロメートル以上 7,100 円 

45 キロメートル以上 55 キロメートル未満 3,500 円 

35 キロメートル以上 45 キロメートル未満 3,500 円 

25 キロメートル以上 35 キロメートル未満 2,600 円 

15 キロメートル以上 25 キロメートル未満 1,600 円 

10 キロメートル以上 15 キロメートル未満 600 円 

2 キロメートル以上 10 キロメートル未満 100 円 

片道 2 キロメートル未満である場合 0 円 

 

支給済みの通勤手当額と照らし合わせて、月別に非課税限度額の差額を算出し、合計額を求めます。 
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例：片道の通勤距離が 25 キロメートル以上 35 キロメートル未満のとき 

（非課税限度額：改定前 16,100 円、改定後 18,700 円） 

 

①支給済みの通勤手当が 16,000 円だった場合 → 差額は 0 円 

（通勤手当≦16,100 ならば 差額＝0 円） 

②支給済みの通勤手当が 18,000 円だった場合 → 差額は 1,900 円 

（16,100＜通勤手当≦18,700 ならば 差額＝支給済み通勤手当－16,100 円） 

③支給済みの通勤手当が 20,000 円の場合 → 差額は 2,600 円 

（通勤手当＞18,700 ならば 差額＝2,600 円） 

 

【賃金台帳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末調整で調整する非課税限度額が算出できたら、［年末調整］タブ→［年末調整／一覧入力］で従業員

ごとに非課税調整額を入力します。 

 

【年末調整／一覧入力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※従来システム(IKX 給与・法定調書／給与応援／法定調書顧問)では、源泉徴収簿の「非課税となる通勤

手当」の印刷には対応していません。必要に応じて手書きをお願いいたします。 

 

片道の通勤距離が 25 キロメートル以上 35 キロメートル未満 

通勤手当額：18,000 円 

4 月~10 月支給の給与明細で改正前の非課税限度額を適用した場合 

年末調整で調整する非課税限度額は 1,900 円×7 カ月＝13,300 円となります。 
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■源泉徴収簿への出力対応について 

給与 R4 システム Ver.14.10 では源泉徴収簿の「非課税となる通勤手当」の印刷に対応いた

します。平成 26 年分データに限り、年末調整／一覧入力の「非課税調整額」の金額を源

泉徴収簿に「非課税となる通勤手当」として印刷します。 

ただし、前述の計算例の内訳「（1,900円×7カ月）」の印字はできません。 

 

源泉徴収簿の入力画面： 

年末調整の「非課税額」の集計は変更されません。（給与明細の非課税支給額と年末調整

／一覧入力の「非課税調整額」の合算額が表示されます）。 

源泉徴収簿の印刷： 

年末調整／一覧入力の「非課税調整額」を「非課税となる通勤手当」として印刷します。 

従来の「非課税額」は、年末調整／一覧入力の「非課税調整額」の金額を除く非課税額を

印刷します。 

 

■通勤手当の非課税限度額の調整以外に非課税調整が必要な場合は 

通勤手当の非課税限度額の調整以外に非課税調整が必要な場合は、年末調整／一覧入力の

「非課税調整額」に合算して入力せず、次のように設定してください。 

※本対応は、平成 26 年分データのみの対応です。平成 27 年分以降のデータでは、これまで

どおり、年末調整／一覧入力の「非課税調整額」をご利用ください。 

 

例１：年末調整の使用方法が「年末調整のみ使用」または法定調書顧問 R4 の場合 

 

①［年末調整］→［源泉徴収簿］を開きます。 

「「非課税額」入力あり」にチェックを付けます。 

②非課税調整する従業員を［選択］で開き、最終給与の「非課税額」欄に調整額を入力しま

す。 

［源泉徴収簿］ 

 
 

例２：年末調整の使用方法が「通常の年末調整」の場合 

「通常の年末調整」のときに、非課税額を合算で調整するケースは少ないと思われますが、

次のような方法により調整することもできます。 

 

①［設定］→［給与パターン］で非課税調整用の支給項目、控除項目を作成します。 
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［基本モード］ 

 
 

［拡張モード］ 

 
 

②［設定］→［締日］で非課税調整用の月別支払日（例えば 12 月 31 日）を予備月に設定し

ます。 

③［給与］→［賃金台帳］を開きます。 

「ゼロ月表示」「ゼロ項目表示」にチェックを付けます。 

通勤手当の非課税限度額の調整を除く非課税調整額をマイナスで入力します。 
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［賃金台帳］ 

 
 

［源泉徴収簿］ 
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３．市場対応 

■プログラム対応 

【従来システム：IKX 給与・法定調書／給与応援／法定調書顧問】 

従業員情報の通勤手当の課税区分に改正後の区分を追加する対応は給与システム平成 26 年度版で対応す

る予定です。 

【R4 シリーズ：給与顧問 R4・給与応援 R4・法定調書顧問 R4】 

従業員情報の通勤手当の課税区分に改正後の区分を追加する対応は給与R4システム平成 26年版の 12月

19 日公開のバージョンで対応する予定です。 

(給与システム R4 平成 26 年版は 11 月 10 日、12 月 19 日の 2 回に分けて公開されます。） 

 

・改正後の通勤手当の課税区分は平成 27 年分以降の会社データで有効になります。 

・26 年分データの繰越処理時、または、27 年分以降のデータのデータ変換時に、データベース内部に保

持している通勤手当の非課税限度額を改正後の非課税限度額に更新するよう対応します。 

 

 

 

 

 

 

・従来システムでは平成 26 年分 源泉徴収簿の「非課税となる通勤手当」の印刷には対応いたしません。

必要に応じて手書きをお願いいたします。 

 

４．エプソン「R4 シリーズ」のご案内 

 

 

 

以上 よろしくお願いします 

データ変換、または繰越処理を行ったら、27 年分会社データの従業員情報を開き、通勤

手当の非課税限度額が正しく設定されていることを確認してください。また、交通用具を

使用する片道の通勤距離 55 キロメートル以上の従業員については、通勤手当の課税区分

で「交通用具 55km 以上」を選択してください。 

以前より、お知らせしておりました通り、ご愛用いただいておりました「IKX シリーズ」、「応

援・顧問シリーズ」は 2016 年 4 月(予定)をもって法改正などのサポートを終了いたします。 

後継システム「R4 シリーズ」へのアップグレード、データ移行のご検討をお願いします。 

また、「R4 シリーズへの移行に関するよくあるお問い合わせ」を弊社ホームページに記載してお

りますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。 

 

URL： http://as-toyo.jp/ 
 

ご不明な点は弊社までご連絡くださいませ。 


